
～ 気をつけてほしい“ポイント”～ 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小樽市生活環境部生活安全課 

〒047-8660小樽市花園 2-12-1 

TEL：0134-32-4111 内線 389 

FAX：0134-22-1345 

なりすまし多発中！ 

本当に本人？ 

本人のSNSを確認して！ 

定期購入になっていない？ 

解約条件は確認した？ 

副業選びは慎重に！ 

残るのは借金だけ 

なんてことも！ 

商品が届かなかったり 

個人情報が悪用 

されるかも！ 

有名人がSNSで 

投資をお勧め 

しているから… 

初回５００円！ 

安いからちょっとお試し… 

副業を始めたら 

すぐに儲かるっていうから 

お金を借りたのに… 
欲しかったバッグが 

超激安！ 

振込先が個人名義の口座 

だけど大丈夫だよね… 

SNS上で受けた 

勧誘はまず詐欺を 

疑ってみよう！ 

最終確認画面は必ず一番下まで 

確認して！ 

大事な画面はスクリーンショット！ 

個人名義の口座が 

振込先の場合は 

詐欺の疑いあり！ 

初期費用を 

消費者金融で用意するように指示 

される場合は慎重に判断して！ 

気になる点があれば 小樽・北しりべし消費者センター（２３－７８５１） へご相談ください。 



◇ 調査日 ：  毎月５日 

◇ 調査品目 ： 食料品２２品目、燃料３品目 

◇ 調査店数 ： ５３店（食料品：１４店、燃料：３９店） 

◇ 調査結果は小樽市ホームページでも公開しています。 

※ 休業日等により、調査日の前後日に調査を行う場合があります。. 

※ ななつぼしについては、販売がないため調査できませんでした。 

＜小樽・北しりべし消費者センター＞ 

■電話 0134-23-7851 

■相談場所 市役所別館5階（花園2丁目12番1号） 

■相談受付（祝日・年末年始休み） 

  ◎消費生活相談  ： 月～金 9：00～17：00  

◎多重債務特別相談 ： 毎週木曜 9：00～17：00 

   ※多重債務について、来庁での相談を希望する場合 

は事前にお電話でお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小樽消費者協会＞ 

■電話  0134-31-3862 

■FAX  0134-23-7978 

■講座・DVD貸出についての詳細は小樽市

ホームページをご覧いただくか、直接お問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品 目 平均価格（円） 品 目 平均価格（円） 

ほ うれん 草 170.73 豚 肉 265.99 

キ ャ ベ ツ 20.37 国 産 牛 肉 412.62 

は く さ い 41.35 輸 入 牛 肉 341.77 

バ レイシ ョ 50.99 鶏 肉 145.52 

玉 ね ぎ 32.26 卵(10 個入り) 285.20 

長 ね ぎ 81.89 ま ぐ ろ 378.85 

大 根 19.87 ホ ッ ケ 開 き 134.37 

に ん じ ん 43.59 牛  乳(1ℓ) 248.13 

き ゅ う り 77.03 しょうゆ(1ℓ) 349.58 

ト マ ト 83.72 みそ( 7 5 0 g ) 329.85 

な なつぼ し 

(10kg) 
―  サラダ油(1kg) 337.75 

毎月生活必需品小売価格調査（令和６年９月調査分） 

◆ 燃料（税込み価格、▲はマイナス値） 

品 目 
平均価格 

（円） 

最安値 

（円） 

最高値 

（円） 

対前月比

（％） 

対前年比 

（％） 

灯油 

（1ℓ） 
120.13 104.50 147.00 0.14  ▲4.64 

レギュラー 

ガソリン 

（1ℓ） 
174.74 170.80 175.00 2.76 ▲5.63 

プロパン 

ガス 
（5㎥） 

6,727.43 5,076.00 8,085.00 ▲0.04 2.29 

 

◆ 食料品（100ｇ当たり、税込み価格） 

 

   

消費生活相談・多重債務特別相談 

相談は窓口・電話で可能です！ 
 

◎消費生活相談・・・商品やサービスの契約トラブルの相談を

受け、解決に向け助言やあっせん等を行っています。 

◎多重債務特別相談・・・消費者金融・クレジットなどの多重

債務でお悩みの方に、債務整理方法の助言や弁護士などへ

の紹介、取り次ぎを行っています。 

移動消費者教室 

 消費者被害防止と消費生活知識普及のため、

町内会や学校など各種団体からの依頼に応じ、

学習会・研修会へ消費生活相談員を派遣し、出

前講座を実施しています。また、啓発用 DVD の

貸出も行っています。 

 

 


